
基本理念

本との出会いが育む 心のかがやき

すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的・自発的に読書に親しむこ

とができるよう、身近な読書環境を整備します。さらに、関係機関、団体、事業者等が緊密に

連携・協力する中で、読書を通して地域の人や社会に親しみや関心を持ち、地域とつながる子

どもを育てます。そして、主体的に本から学び考える子ども、豊かな感性や創造力、表現力や

語彙力等を備えた心かがやく子どもを育みます。

第四次熊本市子ども読書活動推進計画（概要版）
(計画期間：令和２年度～令和６年度）

（１）「本を読むのが好き」と答えた
子どもの割合

88.5％

目標値
（令和６年）

90.0％
標

80.0％
標

成果指標
基準値

（令和元年）

（３）児童書の貸出冊数

（２）１か月間に1冊以上の本を読んだ
子どもの割合指標

98.2％

80.5％

99.0％
標

1,300,000冊

標
1,274,630冊

85.0％

中
学
生

74.2％

小
学
生

中
学
生

小
学
生

成果指標

計画の対象

０歳からおおむね１８歳まで
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1．子どもの読書活動推進のための取組【計画の体系図】 ★…新 規

○市立図書館における取組

○公民館図書室における取組

基本方針１　家庭、地域、学校における子どもの読書活動の推進

(1)

家
庭
に
お
け
る

子
ど
も
の
読
書

活
動
の
推
進

ア　乳幼児からの読書活動の推進 ①乳幼児向け良書の紹介

②小中学校向け良書を紹介した冊子等の作成・配布

③乳幼児を対象としたおはなし会等の開催

イ　家族での読書活動の推進 ④家庭や図書館等における読書活動の啓発

⑩ボランティア等への団体貸出

⑪おはなしボランティア等の派遣

エ　団体貸出制度の充実 ★ ⑫公民館図書室への団体貸出

ア　おはなし会の実施 ⑬乳幼児向け、小学生向けおはなし会の実施

(2)

地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の

読
書
活
動
の
推
進

ア　子ども向け行事の充実 ⑤子ども向け行事の定期的な開催

⑥中学・高校生向け行事の開催

イ　指定図書の展示及びおすすめ
    本の紹介

⑦各種イベント等を通じた本の紹介

⑧図書館ホームページ等での紹介

ウ　入院している子どもへの支援 ➈院内学級への絵本の配架

イ　指定図書の展示 ⑭読書感想文コンクール関係等の展示

ウ　おすすめ本の紹介 ⑮「公民館だより」「図書室だより」などへの掲載

(3)

学
校
等
に
お
け
る
子
ど
も
の

読
書
活
動
の
推
進

ア　児童・生徒の読書活動の充実 ⑯読書活動等の実施

⑰ＰＴＡ、図書館ボランティアと連携した取組

⑱おすすめ図書の提示等による取組

ウ　職員研修の充実 ㉓新任司書業務補助員への研修等

㉔図書主任会・学校図書館司書業務補助員連絡会の開催

エ　障がいのある子どもの読書
    活動の充実

㉕特別支援学級用図書の充実

㉖各学校からのリクエストに応じた図書の貸出

⑲蔵書データの管理と授業支援

★ ⑳図書館を活用した調べる学習の取組

★ ㉑学校へ行くことが困難な子どもたちへの取組

イ　幼稚園や保育所等における
    読書活動の充実

㉒幼稚園や保育所等における読書活動の充実

㉗本を身近に活用できる環境の整備

オ　長期休業中の学校図書館
    の活用

㉘長期休業中の学校図書館の開放



基本方針４　子どもの読書活動の広報・啓発活動の推進

(1)

広
報
・
啓
発
活
動
の

推
進

ア　各種関連情報の収集・提供 ㊼各種広報等による情報提供

㊽おすすめ絵本ガイドブックによる情報提供

㊾公民館図書室による情報提供

㊿熊本市生涯学習情報システムによる情報提供

イ　広報、啓発活動の推進  「子ども読書の日」（4月23日）等での啓発

基本方針３　市民協働による子どもの読書活動の推進

(1)

市
民
協
働
に

よ
る
推
進

ア　ボランティアとの協働 ㊸ボランティアとの協働による取組

イ　地域、団体等との連携 ㊹各種団体等への貸出

㊺おはなし会等で活用できる資料等の貸出

★ ㊻児童育成クラブへの支援

★ ㊵学校の授業支援のための電子書籍の活用

エ　熊本県立図書館等との連携
　　によるサービス向上

★ ㊶貸出・返却窓口の相互利用

★ ㊷連携中枢都市圏構想に係る図書館サービスの相互利用

(2)

市
立
図
書
館
等
の

機
能
充
実

ア　資料の充実 ㊱児童書等の収集の充実

イ　子どものための読書スペース
    の充実

㊲子どものための読書スペースを充実させる取組

ウ　IＣTを活用したサービス
　  の提供

㊳ホームページの機能向上

★ ㊴電子書籍コンテンツの充実

㉜小中学生向けの良書のセット貸出

イ　図書情報の共有化 ★ ㉝ホームページによる情報共有（調べる学習の推進等）

㉞学校図書館へ図書の紹介ほか各種情報等の提供

ウ　快適な読書スペースの確保 ㉟配架、レイアウト等の助言

基本方針２　学校図書館と市立図書館等の機能充実

(1)

学
校
図
書
館
の

機
能
充
実

ア　学校図書資料の充実 ㉙学校図書館図書標準達成への計画的な蔵書の購入等

㉚各学校からのリクエストに応じた図書の貸出

㉛市立図書館が管理する物語図書のセットをブロック
  ごとに巡回させて行う貸出

職場体験受入等による取組

童話発表コンクール等の啓発事業の実施

社会教育委員会議等の活用

53

52

51

54
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番
号

取組名 取組内容

⑫ 公民館図書室への団体貸出 公民館図書室へ団体貸出を行い、子どもたちへより多くの本を提
供する。（貸出冊数：３００冊以内、期間：３か月以内）

⑳ 図書館を活用した調べる学習
の取組

「調べまスター☆コンクール」などの実施を通じて、児童生徒の
主体的な学びを促進し、情報活用・収集能力や体系的思考力を身
に付けるため、学校図書館、市立図書館等を活用した調べる学習
に積極的に取り組む。

㉑ 学校へ行くことが困難な子ど
もたちへの取組

適応指導教室に通級する子どもたちが、読書に親しむ機会の提供
や、所外体験学習として図書館を活用する事業に取り組む。

㉝ ホームページによる情報共有
（調べる学習の推進等）

各学校の実践事例や各学校で作成した「図書館だより」を掲載
し、各学校の取組状況等の情報の共有化を図っていく。また、子
ども読書活動推進ホームページに、調べる学習のために選書した
書籍を掲載し、「調べまスター☆コンクール」を目玉としてホー
ムページを活用した調べる学習を推進する。さらに、「♪図書館
へおいでよ♪」の動画を学校に依頼し、各学校の図書館や図書委
員会の活動を子ども読書活動推進ホームページで紹介する。

㊴ 電子書籍コンテンツの充実 急速に普及している電子書籍の貸出を令和元年 １１月1日より
本館で開始。児童文学、絵本等のコンテンツの充実を図る。

㊵ 学校の授業支援のための電子
書籍の活用

電子書籍を活用した電子黒板を用いての調べ学習、語学の授業等
の支援を行う。

㊶ 貸出・返却窓口の相互利用 ＜県立図書館の資料を市立図書館等の窓口から貸出・返却＞
（県立図書館の利用登録者が、インターネットを利用して県立図
書館へ資料貸出を申込むと、市立図書館等（22施設）の窓口で受
取る。返却する場合も、全ての市立図書館等及び返却ポストを使
用する。）
＜市立図書館等の資料を県立図書館窓口から貸出・返却＞
（県立図書館窓口に市立図書館システムの端末を配備し、市立図
書館等の資料を利用者に提供する。）

㊷ 連携中枢都市圏構想に係る図
書館サービスの相互利用

＜熊本市＞

図書館、公民館図書室等に来館した圏域市町村の住民に対し、図
書館資料の貸出等のサービスを実施する。
＜圏域市町村＞
図書館等を設置している市町村は、当該図書館に来館した熊本市
の住民に対し、図書館資料の貸出等のサービスを実施する。

㊻ 児童育成クラブへの支援 児童育成クラブへ児童書等を配送し、子どもたちが読書に興味を
持つように支援する。
モデルとなるクラブを選定し、順次市内全域への配送を検討する。

2．★…新規取組


